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逢
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二
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提
出
安
倍
総
理
の
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
発
言
と
日
本
国
憲
法
第
九
十
九
条
の
憲
法
尊
重
擁
護
義

務
の
整
合
性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
安
倍
総
理
の
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
発
言
と
日
本
国
憲
法
第
九
十
九
条
の
憲
法
尊
重
擁

護
義
務
の
整
合
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
産
経
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
発
言
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
六
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会

に
お
い
て
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
が
「
御
指
摘
の
私
の
発
言
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
行
憲
法
に
つ
い
て
は
、
戦
後
の
占
領
下

に
お
い
て
、
そ
の
原
案
が
連
合
国
軍
総
司
令
部
に
よ
っ
て
短
期
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
事
実
を
述
べ
た
も
の
に

す
ぎ
な
い
」
と
答
弁
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。


